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【手続補正書】
【提出日】令和3年1月5日(2021.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１４】
　　請求項１から１３のいずれか一項に記載の自転車のディレイラにおいて、前記ディレ
イラはフロントディレイラ（１０）であるディレイラ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８８】
　当然ながら、当業者であれば、特定の要件や偶発的な要件を満足するために、例えば、
ケーブルクランプワッシャのケーブル案内溝の代わりに、または組み合わせて、作動アー
ム上にケーブル案内溝を設けるといった様々な変更や変形を前述した本発明に施すことが
でき、これら変更や変形の全ては添付の特許請求の範囲により定まる本発明の保護範囲に
包含される。
　以下、本発明に含まれる態様を記す。
　〔態様１〕自転車のディレイラであって、
　－前記自転車の伝達チェーンと相互に作用するように構成され、かつ内側位置と外側位
置との間にある複数の中間位置の間で移動可能なチェーンガイド（１１）と、
　－前記自転車のフレーム（１０１）の一部と固定的に関連するように適合された固定体
（１５）と、
　－第１の関節軸（Ａ）を中心として前記固定体（１５）に回転可能に連結され、かつ
前記第１の関節軸（Ａ）と平行な第２の関節軸（Ｂ）を中心として前記チェーンガイド（
１１）に回転可能に連結された外側連結要素（１４）と、
　－第３の関節軸（Ｃ）を中心として前記固定体（１５）に、および第４の関節軸（Ｄ）
を中心として前記チェーンガイド（１１）に回転可能に連結された内側連結要素（１３）
と、
　－前記第１の関節軸（Ａ）を中心として前記固定体（１５）にヒンジ接続された作動ア
ーム（２０）と、
　－前記作動アーム（２０）に固定的に連結されるように構成され、かつ前記作動アーム
（２０）に制御ケーブル（１００）を係止するように構成されたケーブルクランプワッシ
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ャ（４０）と、
　－前記作動アーム（２０）上に形成され、前記作動アーム（２０）上の異なる位置に前
記制御ケーブル（１００）を締結するように構成された第１の締結ステーション（５０）
および第２の締結ステーション（５１）と、
　－前記ケーブルクランプワッシャ（４０）から突出し、前記第１の締結ステーション（
５０）および前記第２の締結ステーション（５１）のうちの少なくとも一方において、前
記作動アーム（２０）の保持座部（５２）に挿入されるように構成された回転防止突起部
（４３）と、を備えるディレイラ。
　〔態様２〕態様１に記載のディレイラにおいて、前記回転防止突起部（４３）が、前記
第１の締結ステーション（５０）および前記第２の締結ステーション（５１）の前記少な
くとも一方において前記制御ケーブル（１００）を支持するように適合された接触面（５
３）を備えるディレイラ。
　〔態様３〕態様１または２に記載のディレイラにおいて、前記回転防止突起部（４３）
および前記作動アーム（２０）の前記保持座部（５２）は、前記第１の関節軸（Ａ）と平
行な方向に沿って延在するディレイラ。
　〔態様４〕態様１から３のいずれか一態様に記載のディレイラにおいて、前記第２の締
結ステーション（５１）において、前記ケーブルクランプワッシャ（４０）の前記回転防
止突起部（４３）は、前記作動アーム（２０）の追加の保持座部（５４）に挿入されるよ
うに切替え可能であり、この回転防止突起部（４３）は、前記制御ケーブル（１００）の
ための第２の接触面（５５）を有するディレイラ。
　〔態様５〕態様１から３のいずれか一態様に記載のディレイラにおいて、前記第２の締
結ステーション（５１）において、前記ケーブルクランプワッシャ（４０）は、前記作動
アーム（２０）の追加の保持座部（５４）に挿入されるように適合された追加の回転防止
突起部（７０）を備え、前記追加の回転防止突起部（７０）は、制御ケーブル（１００）
のための第２の接触面（７１）を有するディレイラ。
　〔態様６〕態様４または５に記載のディレイラにおいて、前記保持座部（５２）および
前記追加の保持座部（５４）は、互いに平行かつ前記回転防止突起部（４３）と平行な方
向に沿って延在するディレイラ。
　〔態様７〕態様４または５に記載のディレイラにおいて、前記回転防止突起部（４３）
は、前記第１の接触面（５３）と、前記第１の関節軸（Ａ）および前記第２の関節軸（Ｂ
）を含む平面（Ｐ）との間の距離が、前記第２の接触面（５５）とこの同一平面（Ｐ）と
の間の距離、または前記追加の回転防止突起部（７０）の前記第２の接触面（７１）と前
記平面（Ｐ）との間の距離とは異なるように位置付けられるディレイラ。
　〔態様８〕態様２から６のいずれか一態様に記載のディレイラにおいて、前記保持座部
（５２）および前記追加の保持座部（５４）は、前記作動アーム（２０）の側面（２６）
に形成された溝であるディレイラ。
　〔態様９〕態様１から３のいずれか一態様に記載のディレイラにおいて、前記第２の締
結ステーション（５１）において、前記作動アーム（２０）は、前記制御ケーブル（１０
０）のための第２の接触面（６１）を有する突出部（６０）を備えるディレイラ。
　〔態様１０〕態様９に記載のディレイラにおいて、前記突出部（６０）が、前記回転防
止突起部（４３）と実質的に平行に延びるディレイラ。
　〔態様１１〕態様２および９に記載のディレイラにおいて、前記回転防止突起部（４３
）は、前記保持座部（５２）と係合されて、前記第１の接触面（５３）と、前記第１の関
節軸（Ａ）および第２の関節軸（Ｂ）を含む平面（Ｐ）との間の距離が、前記作動アーム
（２０）の前記突出部（６０）の前記第２の接触面（６１）と前記平面（Ｐ）との間の距
離とは異なるように位置付けられるディレイラ。
　〔態様１２〕態様９から１１のいずれか一態様に記載のディレイラにおいて、前記突出
部（６０）は、前記第１の関節軸（Ａ）と平行な方向（Ｆ）に沿って前記作動アーム（２
０）から離れるように延びるディレイラ。
　〔態様１３〕態様１から１２のいずれか一態様に記載のディレイラにおいて、前記ケー
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ブルクランプワッシャ（４０）および前記作動アーム（２０）のうちの一方の上に形成さ
れ、かつ前記ケーブルクランプワッシャ（４０）と前記作動アーム（２０）との間におい
て開放されているケーブル案内溝（４９ａ，２４ａ）を備えるディレイラ。
　〔態様１４〕態様１から１３の一態様以上に記載の自転車のディレイラにおいて、前記
ディレイラはフロントディレイラ（１０）であるディレイラ。
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